
上 越 市 都 市 計 画 審 議 会  次 第 

 

と き 平成 28年 10月 27日（木）午後 2時～ 

ところ 上越市役所木田庁舎 4階 401会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 委嘱状の交付 

 

３ 会長・副会長の選任 

 

４ 付 議 

 

５ 都市整備部長挨拶 

 

６ 議案審議 

○付議案件（上越市決定） 

第１号議案 上越都市計画公園の変更（3・3・1号 海浜公園） 

第２号議案 上越都市計画道路の変更（3・4・103号 大潟町工業団地線） 

 

○報告案件 

  立地適正化計画の策定について 

 

７ 答 申 

 

８ 連絡事項等 

 

９ 閉 会 

 



 

 

 

 

 

 

上越市都市計画審議会議案 

 

 

 

 

と き  平成２８年１０月２７日（木）午後２時～ 

ところ  上越市役所木田庁舎 4階 401会議室 
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上越都市計画審議会議案 位置図

【第１号議案】 上越都市計画公園の変更
3・3・1号 海浜公園

１

【第２号議案】上越都市計画道路の変更
3・4・103号 大潟町工業団地線
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上越都市計画公園の変更（上越市決定） 

 

都市計画公園中 3・3・1号海浜公園を次のように変更する。 

 

種  別 
名  称 

位  置 面  積 備考 
番 号 公 園 名 

近隣公園 3・3・1 海浜公園 
上越市西本町 4

丁目、中央 5丁目 
約 2.2ha  

「区域は計画図表示のとおり」 

 

理由 

 近隣に存在する２つの保育園が、建設後 30 年以上が経過し施設の老朽化が進行したた

め、改築を計画することとなった。改築にあたっては、既存の敷地における建替えを検討

したが、園庭や駐車場が狭く屋外保育や保護者の送迎に支障をきたしていることに加え、

既存敷地は、背後が崖地であることや津波浸水想定区域内であることから、災害発生時の

安全確保に課題があった。 

そこで市は、２つの保育園の統合・移転整備を決定し、その移転先として、本公園東側

の一部及び隣接する旧社会教育館、旧直江津図書館跡地を保育園敷地として活用すること

とした。 

この度の都市計画変更は、上記の保育園移転計画に伴い除外する公園区域と同等の面積

を区域西側に新たに追加するものである。また、南側の一部区域について、都市計画道路

との区域を明確にするため、公園区域から除外するものである。 

  

第１号議案 
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3・3・1 号海浜公園 変更理由書 

 

【都市の将来像における位置付け】 

本公園周辺は市の総合計画である「上越市第６次総合計画」の重点戦略において、新水

族博物館を核とした地域活性化の地域として掲げられており、「上越市都市計画マスタープ

ラン」（平成 27 年度改定）においても、市内外との人の交流を促進する機能の充実を図る

ため、新水族博物館の整備を推進するとともに、公園、駐車場など周辺施設の整備を検討

するものとして位置付けられている。 

 

 

【都市計画の必要性】 

本公園は、上越都市計画区域内の近隣公園として、昭和 34年に都市計画決定され、昭和

39年に開設された公園である。 

今回、保育園整備に伴い、区域東側の一部を除外し、同等の面積を区域西側に追加する

ため、公園区域を変更する。保育園と公園が隣接することにより、連携した公園の活用が

図られ、災害発生時においては、近接する指定緊急避難所や指定避難所とともに災害状況

に応じた効率的な避難対応が可能となることも期待される。 

また、本公園南側に隣接し、新水族博物館の整備に合わせて施行する都市計画道路 3.4.5

号御幸町本町線の歩道拡幅事業に伴い、当該道路と本公園の一部が重複する区域について、

都市計画施設の区域を明確にするため、重複区域を公園区域から除外する。 

 

 

【位置、区域、規模等の妥当性】 

本公園は、JR直江津駅の北西約 0.7kmに位置し、近隣には上越市立水族博物館も存在し、

地域住民の憩いの場、レクリエーション活動の場として利用されている。 

今回保育園の敷地確保に伴い、公園区域の東側（0.2ha）を除外するが、除外される面積

と同等の面積（0.2ha）を新たに公園区域に追加することで、都市公園機能の維持を図るも

のであるため妥当である。 

また、南側の一部区域（0.1ha）の除外は、重複する区域を都市計画道路の区域として明

確化を図るものであるため妥当である。 

 

 



上越都市計画公園の変更 総括図
３・３・１号海浜公園

元　3・3・1号海浜公園　面積＝約2.3ha

変更3・3・1号海浜公園　面積＝約2.2ha
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除外区域

（保育園用地）
0.2ha

追加区域
0.2ha

3・3・1号海浜公園 計画図

【海浜公園区域面積】
凡　　例 備　　　考 面　　積

変更前公園区域 2.3ha

除外区域（道路用地） 0.1ha

除外区域（保育園用地） 0.2ha

追加公園区域 0.2ha

変更後公園区域 2.2ha

元　3・3・1号海浜公園　面積＝約2.3ha

変更3・3・1号海浜公園　面積＝約2.2ha

除外区域（道路用地）
0.1ha
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【様式－２８ 経緯の概要】 

 

 

上越都市計画公園の変更 

事  項 時  期 備  考 

説明会 

 

関係機関協議 

 

 

素案縦覧 

 

 

公聴会 

 

意見照会 

 

意見照会回答 

 

都市計画案の縦覧 

 

 

市都市計画審議会 

 

新潟県知事への協議 

 

新潟県知事協議回答 

 

決定告示 

H28年 4月 19日 

 

H28年 6月 21日から 

H28年 6月 27日まで 

 

H28年 6月 30日から 

H28年 7月 13日まで 

 

H28年 7月 19日 

 

H28年 7月 22日 

 

H28年 8月 23日 

 

H28年 8月 24日から 

H28年 9月 6日まで 

 

H28年 10月 27日 

 

H28年 11月(予定) 

 

H28年 12月(予定) 

 

H28年 12月(予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

公述の申し出がなく中止 
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上越都市計画道路の変更（上越市決定） 

 

都市計画道路中３・４・１０３号大潟町工業団地線を３・４・１０３号大潟工業団

地線に名称のみを変更する。 

 

種 

別 

名  称 位  置 区 域 構  造 

備
考 
 

番 号 路線名 起 点 終 点 
主 な 

経過地 
延 長 

構造 

形式 

車線

の数 

幅 

員 

地表式の区間に
おける 

鉄道等との交差
点の構造 

幹 

線 

街 

路 

3･4･103 
大潟工業

団地線 

大潟区

蜘ヶ池 

大潟区

渋柿浜 

大潟区
上小船
津浜 

約

1,490m 

地表

式 
─ 16m 

ほくほく線と立
体交差 

幹線街路と平面
交差２個所 

 

 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

    市町村合併に伴い、実態に合わせた名称に変更するもの。 

 

 

 

新旧対照表 

新旧の別 

名 称 

変更内容 

番号 路線名 

 
変更前 

 
3･4･103 大潟町工業団地線 

名称変更 

変更後 3･4･103 大潟工業団地線 

 

第２号議案 



上越都市計画道路の変更 総括図

３・４・１０３号大潟工業団地線（ 変更前３・４・１０３号大潟町工業団地線）

元　3・4・103号大潟町工業団地線　L=約1,490m W=16m

変更3・4・103号大潟工業団地線　L=約1,490m W=16m
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元　3・4・103号大潟町工業団地線　L=約1,490m W=16m

変更3・4・103号大潟工業団地線　L=約1,490m W=16m

３・４・１０３号大潟工業団地線 計画図
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【様式－２８ 経緯の概要】 

 

 

上越都市計画道路の変更 

 

事  項 時  期 備  考 

 

素案縦覧 

 

 

公聴会 

 

市都市計画審議会 

 

決定告示 

 

 

H28年 6月 30日から 

H28年 7月 13日まで 

 

H28年 7月 19日 

 

H28年 10月 27日 

 

H28年 12月(予定) 

 

 

 

 

公述の申し出がなく中止 
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